
 Weekly Network News                           １９９９年（平成１１年）１月１１日創刊・毎週月曜日発行 

 
Ｎｏ．807 平成27年4月6日（月曜日） 

発 行 )株 式 会 社 ノ ー ス ア イ ラ ン ド
東京本社)東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル10F

 T e l . 0 3 - 3 2 1 6 - 2 0 0 4  F a x . 0 3 - 3 2 1 6 - 0 4 3 9

大阪支社)大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル9F

T e l . 0 6 - 6 4 4 8 - 2 0 0 4  F a x . 0 6 - 6 4 4 8 - 0 5 3 9

 

 

今週のキーワード 中堅企業研究会は、経営理念や事業の定義、顧客との関係、利益の考え方、事業承継

など、成功要因を個別に検討した。強い企業には『経営理念を中核とした会社のかた

ち』という、いわば揺るぎない哲学があるというのが結論。研究会では中央タクシー

（長野市）、マキオが運営する A-Z（小売・鹿児島県）、アンデルセン（食品・広島市）、

エアウィーヴ（寝具・愛知県大府市）などの事例を紹介。大塚家具とジャパネットは、

その岐路に立ったことになる。 

事業承継 
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収入印紙の過誤納による印紙税の還付  
他の収入印紙との「交換制度」の違い 

 

2014年４月１日に消費税率が８％に引き上げら

れたが、同日、領収書やレシートに貼る収入印紙も

見直され、「金銭又は有価証券の受取書」に記載さ

れた受取金額が非課税となるのは、改正前の３万円

未満から「５万円未満」に引き上げられた。 

つまり、飲食店などの領収書の記載金額が「３万

円以上５万円未満」のケースで、見直しを知らずに

収入印紙を貼ってしまうと200円の印紙税を払い過

ぎたことになってしまう。 

こうした印紙税の納付が必要のない文書に誤っ

て収入印紙を貼った場合は、所轄税務署長に払い過

ぎ（過誤納）となった文書の「原本を提示」して、

過誤納の事実確認を受けることで、印紙税の還付を

受けることができる。消費税法の規定により還付の

対象になるのは、印紙税を納付する目的で、印紙税

の納付の必要がない文書に誤って印紙を貼り付け

たり、又は課税文書に所定の金額を超える印紙を貼

り付けたりした場合などに限られている。 

したがって、印紙により納付することになってい

る登録免許税や訴訟費用などを納付するための文

書に印紙を貼り付けたものは、印紙税の還付を受け

ることができない。こうしたケースでは、最寄りの

税務署に収入印紙が貼り付けられている文書を提

示し、その収入印紙が印紙税の納付のために用いら

れたものではないことの確認を受けた場合、郵便局

において所定の交換手数料を支払い、他の収入印紙

と交換する「交換制度」がある。 

ジャパネット創始者は新会社設立へ 
大塚家具の株主は新路線にかけた 

 

昨年末から今春にかけ有名企業２社の事業承

継が話題になった。大塚家具の経営権は娘の久美

子社長へ委ねられることで決着したが、この件に

様々な角度から論評や批評が集まった。本筋は経

営路線をめぐる経営陣の覇権争いだが、株主、社

員などステークホルダー（全ての利害関係者）に

は「親子」間をめぐる＜事業承継＞の側面も注目

されていた。久美子社長は「社業を発展させるた

め、トップだけでなく組織全体が変わるタイミン

グだ」と述べ、父の大塚勝久会長（73歳）を退任

させた上で、従来の経営戦略を変革していく必要

性を強調した。娘が父親へ＜禅譲イコール退任＞

を求めた形だ。 

一方、非上場企業だが、長崎県佐世保市の通信

販売のジャパネットたかたの創業者・高田明社長

（66歳）は、２期連続で最高益を更新させ公約通

り今年１月で退任した。後任には長男の旭人（あ

きと）氏が就いた。今後の明氏は、会長や顧問に

はならず、個人で会社を興し新商品開発などベン

チャー経営に邁進するという。 

この二つの事例は、上場・非上場、異業種など

条件が違い同じ土俵では語れない。創業家の事業

承継というテーマの中で象徴的な対照図を描い

たといえるだろう。両社の二人の社長の将来は未

知数だが、少子高齢化、競争激化の渦の中、脱先

代カリスマのビジネスモデルの鮮度と革新が問

われるだろう。 
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